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人事行政の運営等の状況を公表します 

 

 小野市では、平成１７年３月に「小野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」を

制定し、同年４月に施行しました。 

 この条例の規定に基づき、人事行政の運営等の状況を市民のみなさまにお知らせいたしま

す。 

 本市では、これまでも、広報で職員の給与等を公表してきましたが、新たに服務の状況等

を公表することによって、より一層の人事行政の公平性と透明性の確保に努めてまいります。 

 

 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況  

 

 本市では、新規採用の抑制、民間委託の導入等により、定員の適正化に努め、コスト削減

及び効率性の確保に取り組んできました。 

 その結果、正規職員数は、平成１２年度と平成１８年度を比較すると５９人減となります。 

 

●市全体職員数推移 
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 ※職員数は、各年度４月１日現在の小野市職員定数条例で定める正規職員数です。 

  （一般事務職員のほか、消防職員、医療職員も含みます。） 

 

 また、次ページのグラフは、平成１８年４月１日現在の市民１００人当たりの職員数（た

だし、職員数は病院職員、消防職員を除いた数です。）を示したものです。 

 本市は、県内２９市のうち、加古川市に次いで２番目に少ない職員数（０．６３５人）と

なっています。 
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●平成１８年度市民１００人当たり職員数 
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 なお、平成１７年度における職員の任免状況及び職員数に関する状況は、以下に示すとお

りです。 

 

(1) 職員の任免の状況（平成１７年４月～平成１８年３月） 

 

 ① 採用 

採用者数 
職種区分 

男 女 計 

保 健 師 0人 2 人 2人

消 防 職 2人 0 人 2人

医 師 3人 1 人 4人

看 護 師 0人 8 人 8人

その他教育職 2人 0 人 2人

計 7人 11 人 18 人

   ※「その他教育職２人」は、県からの割愛採用によるものです。 

 

 ② 昇格・昇任 

   昇格とは、職務の級が給料表の上位の職務の級に変わることであり、昇任とは、現在 

の職より上位の職に任命されることです。平成１７年度中の行政職における各役職への

昇格・昇任は次のとおりです。 

役職区分 男 女 計 

次 長 級 3人 0 人 3人

課 長 級 3人 1 人 4人

課長補佐級 4人 0 人 4人

係 長 級 7人 2 人 9人

主 務 級 6人 0 人 6人

非 役 職 者 4人 0 人 4人

計 27 人 3 人 30 人

県内で極めて少ない職員数 

（市民１００人当たり ０.６３５人）

小

野

市 
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 ③ 降任 

   降任とは、現在の職より下位の職に任命されることであり、職員本人の希望による降 

任と分限処分としての本人の意に反する降任があります。 

   平成１７年度は降任された者はいませんでした。 

 

 ④ 退職 

職種区分 定年 希望 自己都合 死亡 計 

一般行政職 5人 5 人 1人 1人 12人 

消 防 職 0人 0 人 1人 0人 1人 

技能労務職 1人 0 人 0人 0人 1人 

医 師 0人 0 人 5人 0人 5人 

看 護 師 0人 2 人 14 人 0人 16 人 

教 育 職 0人 0 人 2人 0人 2人 

計 6人 7 人 23 人 1人 37 人 

 

 

(2) 部門別職員数の状況（各年４月１日現在） 

区分 職 員 数 

部門 平成 18年 平成 17年

対前年 

職員数 
主な増減理由 

議 会 3 4 △1 退職者不補充 

総務企画 67 68 △1 事務の効率化 

税 務 16 17 △1 事務の効率化 

民 生 37 34 3
障害者自立支援法の施行及び

少子化対策事業に伴う人員増 

衛 生 27 28 △1 事務の効率化 

農林水産 17 17 0  

商 工 5 5 0  

土 木 39 38 1 市街地景観整備事業等の充実 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

小計 211 211 0  

教 育 66 69 △3 事務の効率化 

消 防 62 62 0  

特別

行政

部門 小計 128 131 △3  

病 院 178 182 △4 産婦人科閉鎖による職員減 

水 道 15 17 △2 事務の効率化（民間委託） 

下 水 道 5 5 0  

そ の 他 19 16 3 国保、介護保険事業の充実 

公営

企業

等 

会計

部門 小計 217 220 △3  

合 計 556 562 △6  

※職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含んでいま 

 すが、臨時又は非常勤職員は除いています。 
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(3) 職員年齢別構成の状況（平成１８年４月１日現在） 

区 

分 
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20 歳
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27 歳 

28 歳 

～ 
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～ 

35 歳

36 歳

～ 
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～ 

43 歳

44 歳

～ 
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48 歳

～ 

51 歳

52 歳

～ 

55 歳

56 歳 

～ 

59 歳 

60 歳 

以上 
計 

職 

員 

数 

0 16 46 57 68 59 63 47 65 69 63 3 556

 

 年齢別職員構成比（％） 
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(4) 定員管理の数値目標及び進捗状況 

  平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標の進捗状況 

数 値 目 標 増 減 実 績 

部 門 
H17.4.1 

職員数 
H22.4.1 

職員数 

対 17年 

増減数 

対 17年 

増減率 

H18.4.1

職員数 

対 17年 

増減数 

対 17年 

増減率 

総 数 
人 

562 

人

537 

人

△25 

％

△4.4 

人

556 

人 

△6 

％

△1.1 

一 般 行 政 

部 門 

人 

211 

人

194 

人

△17 

％

△8.1 

人

211 

人 

0 

％

0.0 

教 育 部 門 
人 

69 

人

61 

人

△8 

％

△11.6 

人

66 

人 

△3 

％

△4.3 

消 防 部 門 
人 

62 

人

62 

人

0 

％

0.0 

人

62 

人 

0 

％

0.0 

内 

 

訳 

公営企業等 

会 計 部 門 

人 

220 

人

220 

人

0 

％

0.0 

人

217 

人 

△3 

％

△1.4 

 ※１ 数値目標については、集中改革プラン（平成 17年～22年）における定員管理の数値目標を記載。 

 ※２ H17.4.1 職員数及び H18.4.1 職員数については、地方公共団体定員管理調査報告数値を記載。 
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２ 給与の抑制措置の取組状況  

 

 本市では、定員の適正化のほか、諸手当を含む給与の見直しも行い、給与の抑制にも取り

組んでいます。最近の抑制措置は次のとおりです。 

 定員の適正化及び給与の抑制措置により、平成１１年度から平成１７年度までの削減効果

は約１７億円となります。 

 

(1) 給与の抑制措置の内容 

 一 般 職 特 別 職 

平成１４年度 ・通勤手当の改正 

２㎞未満の通勤手当廃止、 

10 ㎞未満の支給額引下げ 

・期末手当の減額 

市 長：10％減額（継続中） 

助 役：７％減額（～H17.12 月期）

収入役：５％減額（～H17.12 月期）

教育長：５％減額（～H17.12 月期）

平成１５年度 ・55歳昇給停止  

平成１６年度 ・調整手当の改正 

率を６％から５％に引下げ 

・定年退職時特別昇給の廃止 

 

平成１７年度 ・職員互助会への交付金廃止  

平成１８年度 ・調整手当の廃止 

・勤勉手当への成績率導入 

・特殊勤務手当の見直し 

趣旨に適さない手当を廃止 

（１８手当→５手当に削減） 

 

 

(2) 普通会計人件費の推移 
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 ※１ 普通会計とは、水道、市民病院などの企業会計を除いたものです（以下同じ）。 

 ※２ 上記人件費は、普通会計決算統計における数値です。 

 ※３ 上記人件費には、投資的経費に係る人件費は含まれていません。 
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３ 職員の給与の状況  

 

(1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

（年度末） 

歳 出 額 

Ａ
実質収支 

人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ

平成17年度 49,744 人 17,244,806 千円 343,449 千円 3,425,002 千円 19.9％ 

平成16年度 49,974 人 19,085,111 千円 326,592 千円 3,531,532 千円 18.5％ 

※人件費には、市長や市議会議員等に支給される給与・報酬等を含みます。また、投資的経費に係る人件費 

も含んでいます。 

 

(2) 職員給与費の状況（普通会計予算） 

給 与 費 
区 分 

職員数 

Ａ 給 料 職員手当 期末・勤勉手当   計  Ｂ

１人当たり給与費

Ｂ／Ａ

平 成 

18 年度 
341 人 1,453,865 千円 309,242 千円 605,407 千円 2,368,514 千円 6,946 千円 

平 成 

17 年度 
347 人 1,471,841 千円 403,053 千円 622,029 千円 2,496,923 千円 7,196 千円 

※給与費は当初予算に計上された額（退職手当除く）です。 

 

(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 
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※１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の 

給与水準を示す指数です。 

※２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を 

単純平均したものです。 
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(4) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 

区     分 平均年齢 平均給料月額 
平均給与月額 

Ａ 

平均給与月額 

Ｂ 

小野市（H18.4.1 現在） 44 歳 0月 360,800 円 440,894 円 395,947 円 

兵庫県（H18.4.1 現在） 43 歳 11 月 366,731 円 478,685 円 428,438 円 

一 

般 

行 

政 

職 国（H18.4.1 現在） 40 歳 4月 328,477 円 － 381,212 円 

小野市（H18.4.1 現在） 49 歳 2月 346,600 円 369,787 円 357,264 円 

兵庫県（H18.4.1 現在） 47 歳 4月 347,257 円 417,496 円 391,157 円 

技 

能 

労 

務 

職 国（H18.4.1 現在） 48 歳 4月 286,500 円 － 318,595 円 

小野市（H18.4.1 現在） 43 歳 1月 494,800 円 1,107,154 円 642,631 円 医 

師 

職 国（H18.4.1 現在） 46 歳 0月 483,409 円 － 713,939 円 

小野市（H18.4.1 現在） 42 歳 10 月 365,300 円 474,093 円 389,237 円 
医 

療 

技 

術 

職 
国（H18.4.1 現在） 42 歳 3月 324,544 円 － 370,906 円 

小野市（H18.4.1 現在） 35 歳 0月 303,200 円 370,399 円 316,512 円 看 

護 

職 国（H18.4.1 現在） 37 歳 6月 292,549 円 － 325,290 円 

消防職（H18.4.1 現在） 40 歳 3月 337,800 円 413,944 円 373,979 円 

教育職（H18.4.1 現在） 51 歳 2月 470,300 円 568,673 円 546,282 円 

※１ 「平均給与月額 Ａ」は、給料と諸手当（期末・勤勉手当、退職手当を除いたもの）の月額の合計額 

です。 

※２ 「平均給与月額 Ｂ」は、給料と国家公務員の公表されている諸手当の月額の合計額（公表されてい 

る国家公務員の平均給与月額には、期末・勤勉手当、退職手当のほか、時間外勤務手当、特殊勤務手当

等が含まれていないことから、比較のため同じベースで再計算したもの）です。 

※３ 一般行政職とは、税務職、消防職、企業職、教育職、医療職及び技能労務職以外のものです。 

※４ 教育職には、小学校、中学校勤務の教諭は含まれていません。 

 

(5) 職員の初任給の状況（平成１８年４月１日現在） 

区     分 小野市 兵庫県 国 

大学卒 176,800 円 180,400 円 （Ⅱ種）170,200 円
一般行政職 

高校卒 148,000 円 145,400 円 （Ⅲ種）138,400 円

 

(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成１８年４月１日現在） 

区分 経験年数 10年 経験年数 15年 経験年数 20年 

大学卒 265,400 円 327,977 円 381,000 円 
一般行政職 

高校卒 228,600 円 268,200 円 311,300 円 

技能労務職 高校卒 221,100 円 260,500 円 304,700 円 

※経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合の採用後の年数をいいます。 
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(7) 一般行政職の級別職員数の状況（平成１８年４月１日現在） 

区 分 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 

標準的な 

職務内容 

部長 

参事 

課長 

主幹 

課長補佐

副主幹
係長 

主査 
主務 

事務職員

技術職員

事務職員 

技術職員 

事務職員 

技術職員 

計 

職員数（人） 17 39 29 36 44 53 2 5 225 

構成比（％） 7.5 17.3 12.9 16.0 19.6 23.6 0.9 2.2 100.0

16 38 26 37 44 61 3 0 225 
平成 17

年４月１

日の職員

数、構成

比 
7.1 16.9 11.6 16.4 19.6 27.1 1.3 0.0  100.0 

19 47 33 40 49 58 15 3 264 

参 

 

考 平成 13

年４月１

日の職員

数、構成

比 
7.2 17.8 12.5 15.1 18.6 22.0 5.7 1.1 100.0

※１ 小野市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

※２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 
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(8) 職員手当の状況（平成１８年４月１日現在） 

内     容 

期末手当 

勤勉手当 

 

（平成 17年度の支給割合） 

小  野  市 国 
 

期末手当 勤勉手当 

６月期 
1.40 月分 

（0.75 月分） 

0.70 月分 

（0.35 月分） 

12 月期 
1.60 月分 

（0.85 月分） 

0.75 月分 

（0.40 月分） 

計 
3.00 月分 

（1.60 月分） 

1.45 月分 

（0.75 月分） 

左に同じ 

加算措置の

状況 

職制上の段階、職務の級等による加

算措置 

・役職加算 ５～１５％ 

職制上の段階、職務の級等による加

算措置 

・役職加算 ５～２０％ 

・管理職加算 １０～２５％ 

17 年度 

支給実績 

１人当たり平均支給額（17年度） 

１，７１５千円
－ 

※（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

 

内     容 

退

職

手

当 

（平成１８年４月１日現在）

 小  野  市 国 

支給率 自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤続２０年 ２３．５０月分 ３０．５５月分 ２３．５０月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５０月分 ４１．３４月分 ３３．５０月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５０月分 ５９．２８月分 ４７．５０月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の 

加算措置 

定年前早期退職特例措置 

（２～２０％加算） 

定年前早期退職特例措置 

（２～２０％加算） 

退職時の 

特別昇給 

原則として特別昇給なし 

特別の勧奨退職者 ４号給 
原則として特別昇給なし 

 

※退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 17年度中に退職した職員に支給された平均額である。

 

平成 17年度の支給実績 

支給総額 支給職員数 支給職員１人当たり平均支給額 

４３３，１７５千円 ３４人 １２，７４０千円 

 

内     容 時

間

外

勤

務

手

当 

 

正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給されます。 

 17 年度普通会計決算 16 年度普通会計決算 

支給実績 ８３，１１３千円 １０３，４５６千円

職員１人当たり平均支給年額 ２４０千円 ２９０千円 
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内     容 

特

殊

勤

務

手

当 

 

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務に従事した職員に支給されます。 

 17 年度普通会計決算 16 年度普通会計決算 

支給実績 ７，５１１千円 ７，５９０千円

支給対象職員数 １１９人 １２５人

職員１人当たり平均支給年額 ６３，１１８円 ６０，７２０円

職員全体に占める支給職員の割合 ３４．４％ ３５．０％

※特殊勤務手当は、平成 17年度中に見直しを行い、その趣旨に合わない手当を廃止しました。 

※普通会計における平成 18年４月分の特殊勤務手当の支給実績はありません。 

※特殊勤務手当の支給対象者、支給内容については「特殊勤務手当一覧」のとおりです。 

 

特殊勤務手当一覧表 

手 当 名 具体的内容・支給対象職員 支 給 額 

感染症防疫作業

手当 

感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律第６条に規定する

一類感染症、二類感染症及び三類感染症

の防疫業務に従事した職員 

日額 ４００円 

行旅死亡人取扱

手当 

行旅死亡人の取扱いに従事した職員 日額 １，５００円 

災害応急作業 

手当 

災害対策本部若しくは水防本部の指示

又は市長の命令による災害応急作業に

従事した職員で、屋外の防災作業、救助

又は避難者の誘導に従事した場合 

日額 １，０００円 

ただし、従事した時間が４時間未

満の場合は６００円 

深夜勤務４時間以上 

１回 ３，３００円

深夜勤務２時間以上４時間未満 

１回 ２，９００円

夜間看護手当 市民病院に勤務する助産師、看護師及び

准看護師が、正規の勤務時間による勤務

の一部又は全部が深夜において、行われ

る看護等の業務に従事した場合 

深夜勤務２時間未満 

１回 ２，０００円

医師手当 病院に勤務する医師 月額 給料の３０％ 

救急業務手

当 

管理職である医師が、正規の勤務時間を

超えて救急業務に従事した場合 

２時間につき、６，０００円以内

医

師

に

支

給

す

る

手

当 

研究手当 病院に勤務する医師  
医師免許取得後

年数 
支給額（月額） 

５～６年 ６０，０００円

７～８年 ７０，０００円

９～１０年 ８０，０００円

１１～１２年 ９０，０００円

１３年 １００，０００円

１４～１５年 １１０，０００円

１６年以上 １２０，０００円
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内     容 
国の制度との異同 

国の制度と異なる内容

 

扶養親族のある職員に支給されます。 

配偶者の有無 

有 

 配 偶 者 が

扶 養 親 族

である 

配 偶 者 が

扶 養 親 族

でない 

無 

配偶者 13,000 円   

１人目 6,000 円 6,500 円 11,000円 

２人目 6,000 円 6,000 円 6,000 円 
その他の 

扶養親族 
３人目 5,000 円 5,000 円 5,000 円 

※満 16歳の年度初めから満 22歳の年度末までの子１人につき 

5,000 円を加算 

 

国の制度と同じ 

平成 18年４月分の支給実績（普通会計） 

支給総額 支給職員数 支給される職員の割合
支給職員１人当たり

平均支給額 

扶

養

手

当 

４，７２０千円 ２２２人 ６４．７％ ２１，２６１円 

 

内     容 
国の制度との異同 

国の制度と異なる内容

 

交通機関等を利用し又は自動車等を使用して通勤している職員（通

勤距離が片道２㎞以上）に支給されます。 

交通機関等の利用者 定期券等の価額（６か月定期）により支給

（１か月当たり５５，０００円を限度） 

２㎞以上５㎞未満 ２,０００円

５㎞以上１０㎞未満 ４,１００円

１０㎞以上１５㎞未満 ６,５００円

１５㎞以上２０㎞未満 ８,９００円

２０㎞以上２５㎞未満 １１,３００円

２５㎞以上３０㎞未満 １３,７００円

３０㎞以上３５㎞未満 １６,１００円

３５㎞以上４０㎞未満 １８,５００円

４０㎞以上４５㎞未満 ２０,９００円

４５㎞以上５０㎞未満 ２１,８００円

５０㎞以上５５㎞未満 ２２,７００円

５５㎞以上６０㎞未満 ２３,６００円

自動車等の利用者 

 

６０㎞以上 ２４,５００円 

国の制度と同じ 

平成 18年４月分の支給実績（普通会計） 

支給総額 支給職員数 支給される職員の割合
支給職員１人当たり

平均支給額 

１，３４４千円 ２８０人 ８１．６％ ４，８０２円（※）

通

勤

手

当 

※交通機関等利用者への通勤手当は、６か月定期の価額をまとめてひと月に支給していま

す。この実績は各職員に支給している通勤手当の１か月平均の額を４月分に支給したも

のとして計算しています。 
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内     容 
国の制度との異同 

国の制度と異なる内容

 

住宅を借りてその住宅に居住し、月額 12,000 円を超える家賃を支払

っている職員又は世帯主として持家に居住する職員に支給されま

す。 

借家居住者（最高支給限度額） ２７,０００円

持家居住者 ３,０００円

持家居住者で、新築又は購入後５年間 ５,５００円 

 

異なる 

持家居住者は新

築、購入後５年に

限り、2,500 円 

 

 

平成 18年４月分の支給実績（普通会計） 

支給総額 支給職員数 支給される職員の割合
支給職員１人当たり

平均支給額 

住

居

手

当 

１，４２５千円 ２３９人 ６９．７％ ５，９６０円 

 

内     容 

 

管理又は監督の地位にある職員に支給されます。 

職     種 支   給   額 

技監 給料月額×２０％ 

部長又はこれに相当する職 給料月額×１８％ 

行政職給料表 ８級 

参事又はこれに相当する職 給料月額×１６％ 

課長又はこれに相当する職 給料月額×１５％ 行政職給料表 ７級 

主幹又はこれに相当する職 給料月額×１２％ 

医療職給料表(1) ３級 病院長 給料月額×２０％ 

副院長 給料月額×１８％ 

部長 給料月額×１６％ 

医療職給料表(1) ２級 

医長 給料月額×１３％ 

医療職給料表(2) ７級 薬局長、技師室長・次長 給料月額×１５％ 

医療職給料表(2) ６級 薬剤長、技師長 給料月額×１３％ 

看護部長 給料月額×１６％ 医療職給料表(3) ５級 

看護部次長 給料月額×１５％ 

看護課長又はこれに相当する職 給料月額×１３％ 医療職給料表(3) ４級 

看護副課長又はこれに相当する職 給料月額×１２％ 

教育職給料表  

３級以上 

教頭級社会教育主事、 

教頭級指導主事 

給料月額×１５％ 

教育職給料表 ２級 社会教育主事、指導主事 給料月額×１０％  

平成 18年４月分の支給実績（普通会計） 

支給総額 支給職員数 支給される職員の割合
支給職員１人当たり

平均支給額 

管

理

職

手

当 

４，９４０千円 ７５人 ２１．９％ ６５，８７１円 

 



 13

 

内     容 

 

休日（国民の祝日及び年末年始の休日）に勤務した職員に支給されます。 

平成 18年４月分の支給実績（普通会計） 

支給総額 支給職員数 支給される職員の割合
支給職員１人当たり

平均支給額 

休

日

勤

務

手

当 

９３３千円 ４７人 １３．７％ １９，８４７円 

 

内     容 

調

整

手

当 

 

支給実績（17年度普通会計決算） ７４,７５４千円

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） ２１６，０５２円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度 

市内全域 ５％ ３４６人 無支給地 

 

※調整手当は平成 18年４月１日から廃止しました。 

 

 

(9) 特別職の報酬等の状況（平成 18年 4月 1日現在） 

区分 給料月額等 

市 長 ９９３，０００円 

助 役 ８２５，０００円 
給

料 
収入役 ７０４，０００円 

議 長 ５２８，０００円 

副議長 ４４９，０００円 
報

酬 
議 員 ４０９，０００円 

期

末

手

当 

市 長 

助 役 

収入役 

議 長 

副議長 

議 員 

（平成１７年度支給割合） 

６月期 ２．１０月分 

１２月期 ２．３５月分 

計 ４．４５月分 

※市長は１０％、議長、副議長、議員は５％の期末手当の 

削減を実施しています。 

市 長 
〔算定方式〕 

給料月額×在職月数（48月を限度）×0.4888 

〔支給時期〕 

任期ごと 

助 役 
〔算定方式〕 

給料月額×在職月数（48月を限度）×0.3008 

〔支給時期〕 

任期ごと 

退

職

手

当 
収入役 

〔算定方式〕 

給料月額×在職月数（48月を限度）×0.2632 

〔支給時期〕 

任期ごと 
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(10) 水道事業会計職員及び下水道事業会計職員の給与の状況 

 ① 職員給与費の状況 

  ア 決算 

 （水道事業会計） 

区 分 

 

総 費 用 

Ａ

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

Ｂ

総費用に占める

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ

平成 17年度 1,310,431 千円 110,627 千円 158,978 千円 12.1％ 

平成 16年度 1,403,620 千円 92,812 千円 174,101 千円 12.4％ 

 （下水道事業会計） 

区 分 

 

総 費 用 

Ａ

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

Ｂ

総費用に占める

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ

平成 17年度 2,504,907 千円 △357,918 千円 46,164 千円 1.8％ 

平成 16年度 2,764,002 千円 △384,926 千円 49,174 千円 1.8％ 

 

  イ 予算 

 （水道事業会計） 

給 与 費 
区 分 

職員数 

Ａ 給 料 職員手当 期末・勤勉手当   計  Ｂ

１人当たり給与費

Ｂ／Ａ

平 成 

18 年度 
17 人 77,576 千円 20,346 千円 32,089 千円 130,011 千円 7,648 千円 

平 成 

17 年度 
18 人 78,392 千円 23,882 千円 33,302 千円 135,576 千円 7,532 千円 

 （下水道事業会計） 

給 与 費 
区 分 

職員数 

Ａ 給 料 職員手当 期末・勤勉手当   計  Ｂ

１人当たり給与費

Ｂ／Ａ

平 成 

18 年度 
5 人 22,089 千円 6,646 千円 9,362 千円 38,097 千円 7,619 千円 

平 成 

17 年度 
10 人 41,249 千円 14,203 千円 17,981 千円 73,433 千円 7,343 千円 

※１ 職員数は一般職の職員で、当初予算に係る人員です。 

※２ 給与費は当初予算に計上された額です。 

※３ 職員手当に退職手当は含まれていません。 

 

 ② 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況   （平成１８年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

水道事業会計の職員 47 歳 10 月 371,400 円 446,146 円 

下水道事業会計の職員 44 歳 7月 358,380 円 417,589 円 

※平均給与月額は、給料と諸手当（期末・勤勉手当、退職手当を除いたもの）の月額の合計額です。 
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 ③ 職員手当の状況（平成１８年４月１日現在） 

内     容 

期末手当 

勤勉手当 

 

（平成 17年度の支給割合） 

水道事業会計 

下水道事業会計 
一 般 会 計 

 

期末手当 勤勉手当 

６月期 １．４０月分 ０．７０月分 

１２月期 １．６０月分 ０．７５月分 

計 ３．００月分 １．４５月分 

左に同じ 

加算措置の

状況 

職制上の段階、職務の級等による加

算措置 

・役職加算 ５～１５％ 左に同じ 

17 年度 

支給実績 

１人当たり平均支給額（17年度） 

水道 

事業会計 

千円

１， ９４１ 

下水道 

事業会計 

千円

１，９０３  

１人当たり平均支給額（17年度）

１，７１５千円

 

 

 

内     容 

時

間

外

勤

務

手

当 

 

正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給されます。 

 （水道事業会計） 

 １７年度 １６年度 

支給実績 ３，３９５千円 ４，５４９千円

職員１人当たり平均支給年額 ２００千円 ２３９千円

 

 （下水道事業会計） 

 １７年度 １６年度 

支給実績 ２，０７６千円 １，３２１千円

職員１人当たり平均支給年額 ４１５千円 ２６４千円 
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内     容 

 

扶養親族のある職員に支給されます。 

配偶者の有無 

有 
 

配偶者が扶養

親族である 

配偶者が扶養

親族でない 

無 

配偶者 13,000 円   

１人目 6,000 円 6,500 円 11,000 円 

２人目 6,000 円 6,000 円 6,000 円 
その他の 

扶養親族 
３人目 5,000 円 5,000 円 5,000 円 

※満 16歳の年度初めから満 22歳の年度末までの子１人につき 5,000 円を加算 

 

平成 18年４月分の支給実績 

 支給総額 支給職員数 支給される職員の割合
支給職員１人当たり

平均支給額 

水  道 

事業会計 
２１８千円 １０人 ６６．７％ ２１，７５０円 

扶

養

手

当 

下 水 道 

事業会計 
１００千円 ５人 １００．０％ １９，３００円 

 

内     容 

 

交通機関等を利用し又は自動車等を使用して通勤している職員（通勤距離が片道２㎞ 

以上）に支給されます。 

交通機関等の利用者 定期券等の価額（６か月定期）により支給 

（１か月当たり５５，０００円を限度） 

２㎞以上５㎞未満 ２,０００円

５㎞以上１０㎞未満 ４,１００円

１０㎞以上１５㎞未満 ６,５００円

１５㎞以上２０㎞未満 ８,９００円

２０㎞以上２５㎞未満 １１,３００円

２５㎞以上３０㎞未満 １３,７００円

３０㎞以上３５㎞未満 １６,１００円

３５㎞以上４０㎞未満 １８,５００円

４０㎞以上４５㎞未満 ２０,９００円

４５㎞以上５０㎞未満 ２１,８００円

５０㎞以上５５㎞未満 ２２,７００円

５５㎞以上６０㎞未満 ２３,６００円

自動車等の利用者 

 

６０㎞以上 ２４,５００円 

平成 18年４月分の支給実績 

 支給総額 支給職員数 支給される職員の割合
支給職員１人当たり

平均支給額 

水  道 

事業会計 
６２千円 １３人 ８６．７％ ４，７６９円 

通

勤

手

当 

下 水 道 

事業会計 
４０千円 ５人 １００．０％ ８，０６０円 
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内     容 

 

住宅を借りてその住宅に居住し、月額 12,000 円を超える家賃を支払っている職員又は世

帯主として持家に居住する職員に支給されます。 

借家居住者（最高支給限度額） ２７,０００円

持家居住者 ３,０００円

持家居住者で、新築又は購入後５年間 ５,５００円 

平成 18年４月分の支給実績 

 支給総額 支給職員数 支給される職員の割合
支給職員１人当たり

平均支給額 

水  道 

事業会計 
１１２千円 １４人 ９３．３％ ７，９６４円 

住

居

手

当 

下 水 道 

事業会計 
１８千円 ５人 １００．０％ ３，５００円 

 

内     容 

 

管理又は監督の地位にある職員に支給されます。 

職     種 支   給   額 

部長又はこれに相当する職 給料月額×１８％ 行政職給料表 ８級 

参事又はこれに相当する職 給料月額×１６％ 

課長又はこれに相当する職 給料月額×１５％ 行政職給料表 ７級 

主幹又はこれに相当する職 給料月額×１２％  

平成 18年４月分の支給実績 

 支給総額 支給職員数 支給される職員の割合
支給職員１人当たり

平均支給額 

水  道 

事業会計 
２７３千円 ４人 ２６．７％ ６８，３４７円 

管

理

職

手

当 

下 水 道 

事業会計 
  ０千円 ０人 ０．０％      ０円 

 

内     容 

調

整

手

当 

 

 （水道事業会計） 

支給実績（17年度） ４,２０９千円

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度） ２４７，５６９円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度 

市内全域 ５％ １７人 無支給地 

 

 （下水道事業会計） 

支給実績（17年度） １，１７９千円

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度） ２３５，９００円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度 

市内全域 ５％ ５人 無支給地 

 

※調整手当は平成 18年４月１日から廃止しました。 
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 ④ 給与の抑制措置の取組状況 

平成１４年度 ・通勤手当の改正 

２㎞未満の通勤手当廃止、10㎞未満の支給額引下げ 

・企業手当（特殊勤務手当）の廃止 

平成１５年度 ・55歳昇給停止 

平成１６年度 ・調整手当の改正 

率を６％から５％に引下げ 

・定年退職時特別昇給の廃止 

平成１７年度 ・職員互助会への交付金廃止 

平成１８年度 ・調整手当の廃止 

・勤勉手当への成績率導入 

・水源地管理手当（特殊勤務手当）の廃止 
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(11) 病院事業会計職員の給与の状況 

 ① 職員給与費の状況 

  ア 決算 

区 分 

 

総 費 用 

Ａ

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

Ｂ

総費用に占める

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ

平成 17年度 3,667,119 千円 △48,984 千円 1,744,676 千円 47.6％ 

平成 16年度 3,842,787 千円 30,276 千円 1,700,465 千円 44.3％ 

※ 「職員給与費」は総務省自治財政局調査による「地方公営企業決算の状況－病院事業－」の数値です。 

 

  イ 予算 

給 与 費 
区 分 

職員数 

Ａ 給 料 職員手当 期末・勤勉手当   計  Ｂ

１人当たり給与費

Ｂ／Ａ

平 成 

18 年度 
183 人 747,100 千円 325,132 千円 294,068 千円 1,366,300 千円 7,466 千円 

平 成 

17 年度 
184 人 742,500 千円 370,627 千円 306,973 千円 1,420,100 千円 7,718 千円 

※１ 職員数は一般職の職員で、当初予算に係る人員です。 

※２ 給与費は当初予算に計上された額です。 

※３ 職員手当に退職手当は含まれていません。 

 

 ② 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況   （平成１８年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

医 師 43 歳 1月 494,800 円 1,063,711 円 

看 護 師 34 歳 10 月 292,473 円 359,881 円 

医 療 技 術 員 43 歳 3月 368,648 円 479,795 円 

事 務 職 員 、 

技能労務職員 
46 歳 9月 351,160 円 457,086 円 

※平均給与月額は、給料と諸手当（期末・勤勉手当、退職手当を除いたもの）の月額の合計額です。 
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 ③ 職員手当の状況（平成１８年４月１日現在） 

内     容 

期末手当 

勤勉手当 

 

（平成 17年度の支給割合） 

病 院 事 業 会 計 一 般 会 計 
 

期末手当 勤勉手当 

６月期 １．４０月分 ０．７０月分 

１２月期 １．６０月分 ０．７５月分 

計 ３．００月分 １．４５月分 

左に同じ 

加算措置の

状況 

職制上の段階、職務の級等による加

算措置 

・役職加算 ５～１５％ 
左に同じ 

17 年度 

支給実績 

１人当たり平均支給額（17年度） 

１，６５８千円

１人当たり平均支給額（17年度）

１，７１５千円

 

 

 

内     容 

退

職

手

当 

（平成１８年４月１日現在） 

 病 院 事 業 会 計 一 般 会 計 

支給率 自己都合 勧奨・定年 

勤続２０年 ２３．５０月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５０月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５０月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の 

加算措置 

定年前早期退職特例措置 

（２～２０％加算） 

退職時の 

特別昇給 

原則として特別昇給なし 

特別の勧奨退職者 ４号給 

左に同じ 

  

平成 17年度の支給実績 

支給総額 支給職員数 支給職員１人当たり平均支給額 

１０９，９５９千円 ２２人 ４，９９８千円 

 

内     容 時

間

外

勤

務

手

当 

 

正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給されます。 

病 院 事 業 会 計 
 

17 年度決算 16 年度決算 

支給実績 ６１，１２１千円 ６４，５４９千円

職員１人当たり平均支給年額 ３４１千円 ３６１千円 
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内     容 

 

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務に従事した職員に支給されます。 

 17 年度普通会計決算 16 年度普通会計決算 

支給実績 １６０，８３２千円 １５４，５００千円

支給対象職員数 １７１人 １７１人

職員全体に占める支給職員の割合 ９５．５％ ９５．０％

職員１人当たり平均支給年額 ９４０，５３８円 ９０３，５０９円

※特殊勤務手当は、平成 17年度中に見直しを行いました。 

その結果、平成 18年４月から、医療技術研究手当、汽缶業務手当を廃止しました。 

※特殊勤務手当の支給対象者、支給内容については「特殊勤務手当一覧」（12頁）のとお

りです。 

平成 18年４月分の支給実績（病院事業会計） 

支給総額 支給職員数 支給される職員の割合
支給職員１人当たり

平均支給額 

特

殊

勤

務

手

当 

１０，８８７千円 １０３人 ５７．９％ １０５，６９４円 

 

内     容 

 

扶養親族のある職員に支給されます。 

配偶者の有無 

有 
 

配偶者が扶養

親族である 

配偶者が扶養

親族でない 

無 

配偶者 13,000 円   

１人目 6,000 円 6,500 円 11,000 円 

２人目 6,000 円 6,000 円 6,000 円 
その他の 

扶養親族 
３人目 5,000 円 5,000 円 5,000 円 

※満 16歳の年度初めから満 22歳の年度末までの子１人につき 5,000 円を加算 

平成 18年４月分の支給実績（病院事業会計） 

支給総額 支給職員数 支給される職員の割合
支給職員１人当たり

平均支給額 

扶

養

手

当 

１，０４５千円 ５７人 ３２．０％ １８，３２５円 

 

内     容 

 

・対象職員：医師 

・支 給 率：１０％（平成２２年４月から１５％） 

 

平成 18年４月分の支給実績（病院事業会計） 

支給総額 支給職員数 支給される職員の割合
支給職員１人当たり

平均支給額 

地

域

手

当 

１，５０２千円 ２６人 １４．６％ ５７，７７７円 
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内     容 

 

交通機関等を利用し又は自動車等を使用して通勤している職員（通勤距離が片道２㎞ 

以上）に支給されます。 

交通機関等の利用者 定期券等の価額（６か月定期）により支給 

（１か月当たり５５，０００円を限度） 

２㎞以上５㎞未満 ２,０００円

５㎞以上１０㎞未満 ４,１００円

１０㎞以上１５㎞未満 ６,５００円

１５㎞以上２０㎞未満 ８,９００円

２０㎞以上２５㎞未満 １１,３００円

２５㎞以上３０㎞未満 １３,７００円

３０㎞以上３５㎞未満 １６,１００円

３５㎞以上４０㎞未満 １８,５００円

４０㎞以上４５㎞未満 ２０,９００円

４５㎞以上５０㎞未満 ２１,８００円

５０㎞以上５５㎞未満 ２２,７００円

５５㎞以上６０㎞未満 ２３,６００円

自動車等の利用者 

 

６０㎞以上 ２４,５００円 

平成 18年４月分の支給実績（病院事業会計） 

支給総額 支給職員数 支給される職員の割合
支給職員１人当たり

平均支給額 

１，３７２千円 １４６人 ８２．０％ ９，３９４円（※）

通

勤

手

当 

※交通機関等利用者への通勤手当は、６か月定期の価額をまとめてひと月に支給していま

す。この実績は各職員に支給している通勤手当の１か月平均の額を４月分に支給したも

のとして計算しています。 

 

 

内     容 

 

住宅を借りてその住宅に居住し、月額 12,000 円を超える家賃を支払っている職員又は世

帯主として持家に居住する職員に支給されます。 

借家居住者（最高支給限度額） ２７,０００円

持家居住者 ３,０００円

持家居住者で、新築又は購入後５年間 ５,５００円 

平成 18年４月分の支給実績（病院事業会計） 

支給総額 支給職員数 支給される職員の割合
支給職員１人当たり

平均支給額 

住

居

手

当 

８９２千円 ７４人 ４１．６％ １２，０４７円 
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内     容 

 

管理又は監督の地位にある職員に支給されます。 

職     種 支   給   額 

部長又はこれに相当する職 給料月額×１８％ 行政職給料表 ８級 

参事又はこれに相当する職 給料月額×１６％ 

課長又はこれに相当する職 給料月額×１５％ 行政職給料表 ７級 

主幹又はこれに相当する職 給料月額×１２％ 

医療職給料表(1) ３級 病院長 給料月額×２０％ 

副院長 給料月額×１８％ 

部長 給料月額×１６％ 

医療職給料表(1) ２級 

医長 給料月額×１３％ 

医療職給料表(2) ７級 薬局長、技師室長・次長 給料月額×１５％ 

医療職給料表(2) ６級 薬剤長、技師長 給料月額×１３％ 

看護部長 給料月額×１６％ 医療職給料表(3) ５級 

看護部次長 給料月額×１５％ 

看護課長又はこれに相当する職 給料月額×１３％ 医療職給料表(3) ４級 

看護副課長又はこれに相当する職 給料月額×１２％  

平成 18年４月分の支給実績（病院事業会計） 

支給総額 支給職員数 支給される職員の割合
支給職員１人当たり

平均支給額 

管

理

職

手

当 

３，０２３千円 ４４人 ２４．７％ ６８，７０９円 

 

内     容 

 

正規の勤務時間として深夜（午後 10 時から翌日の午前５時まで）に勤務した職員に支給

されます。 

平成 18年４月分の支給実績（病院事業会計） 

支給総額 支給職員数 支給される職員の割合
支給職員１人当たり

平均支給額 

夜

間

勤

務

手

当 

１，０９０千円 ７６人 ４２．７％ １４，３４０円 

 

内     容 

 

宿日直勤務をした職員に支給されます。 

区 分 １回当たり支給額 

医 師 ２０，０００円

看 護 師 ５，９００円

そ の 他 の 職 員 ４，２００円 

平成 18年４月分の支給実績（病院事業会計） 

支給総額 支給職員数 支給される職員の割合
支給職員１人当たり

平均支給額 

宿

日

直

手

当 

１，９３１千円 ６３人 ３５．４％ ３０，６４９円 
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内     容 

調

整

手

当 

 

支給実績（17年度決算） ４２,４８９千円

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） ２３７，３６９円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度 

市内全域 
５％ 

（ただし、医師７％）
１７９人 無支給地 

 

※調整手当は平成 18年４月１日から廃止しました。 

 

 

 ④ 給与の抑制措置の取組状況 

平成１４年度 ・通勤手当の改正 

２㎞未満の通勤手当廃止、10㎞未満の支給額引下げ 

・病院業務手当（特殊勤務手当）の廃止 

平成１５年度 ・55歳昇給停止 

平成１６年度 ・調整手当の改正 

率を６％から５％に引下げ 

・定年退職時特別昇給の廃止 

平成１７年度 ・職員互助会への交付金廃止 

平成１８年度 ・調整手当の廃止 

・勤勉手当への成績率導入 

・特殊勤務手当の見直し、趣旨に適さない手当を廃止 

廃止した手当で主なもの：医療技術研究手当、汽缶業務手当 
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  

 

(1) 職員の勤務時間（一般職の標準的なもの） 

勤務時間 ８時３０分～１７時１５分 

休憩時間 １２時１５分～１３時００分 

１日の勤務時間 ８時間 

１週間の勤務時間 ４０時間 

 

(2) 休暇 

   休暇には、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇があります。 

休暇の概要は次のとおりです。 

種類 内 容 期 間 等 

年次有給休暇 職員が請求したときに付与される休暇 

 

（参考）年次有給休暇の取得状況 

平成１７年 １０．０日 

平成１６年 ７．４日  

１暦年において２０日以内 

病 気 休 暇 負傷又は疾病のため療養する必要がある場

合に取得できる休暇 

９０日以内 

特 別 休 暇 特別の事由により職員が勤務しないことが

相当である場合に認められる休暇（詳細は次

ページ「特別休暇の種類」のとおり） 

それぞれの休暇に応じた 

日数・時間 

介 護 休 暇 職員の配偶者、父母、子等が負傷、疾病又は

老齢により介護を必要とする場合に認めら

れる無給の休暇 

（参考）平成１７年度中の取得状況 １人 

連続する６か月以内 

組 合 休 暇 職員団体の業務に従事する場合に認められ

る無給の休暇 

１暦年において３０日以内 
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特別休暇の種類 

種   類 内     容 期間等 

選 挙 権 等 公 民 権 

行 使 に 係 る 休 暇 

選挙権その他公民としての権利を行使する場

合でやむを得ないと認められるとき 

必要な期間 

官 公 署 出 頭 に 

係 る 休 暇 

証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭す

る場合 

必要な期間 

ド ナ ー 休 暇 骨髄液提供のため検査、入院する場合 必要な期間 

ボランティア休暇 自発的にかつ報酬を得ないで社会に貢献する

活動を行う場合 

１暦年５日以内 

結 婚 休 暇 結婚に伴う行事等のため必要と認められる期

間 

連続する５日以内 

産 前 休 暇 出産予定日の８週間前から出産当日まで 

（多胎妊娠の場合は１４週間） 

８週間 

産 後 休 暇 出産の日の翌日から８週間 ８週間 

保育時間に係る休暇 生後１年未満の子を養育するため １日２回各３０分 

出 産 補 助 休 暇 配偶者の出産を補助するとき ２日以内 

男性職員の育児参加

の た め の 休 暇 

配偶者の産前産後の期間に、出産に係る子又は

上の子（小学校就学前）を養育する場合 

５日以内 

生 理 休 暇 勤務することが著しく困難なとき ２日以内 

妊 娠 中 の 休 暇 母子保健法に規定する保健指導または健康診

査を受ける場合 

妊娠期間に応じた回

数 

忌 引 休 暇 職員の親族が死亡したとき 続柄に応じた日数 

追 悼 休 暇 父母の追悼をする場合 １日以内 

夏 季 休 暇 ７月から９月までの期間内において５日以内 ５日以内 

子 の 看 護 休 暇 負傷又は病気の小学校就学前の子の看護をす

る場合 

１暦年５日以内 

その他の特別休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の

事故等により出勤することが著しく困難であ

ると認められる場合等 

必要な期間 

 

(3) 育児休業 

 ① 制度の概要 

休業の種類 概 要 

育児休業 養育する子が３歳までに達する日まで取得が可能 

部分休業 養育する子が３歳までに達する日まで正規の勤務時間の始め又は終りに

おいて１日を通じて２時間を超えない範囲内で取得が可能 

※ 育児休業、部分休業をした期間は、給料等は支払われません。 

 

 ② 育児休業及び育児のための部分休業の取得者数（平成１７年度） 

区 分 取 得 者 数 

新たに育児休業をしたもの １０人 
育児休業 

前年度から引き続いているもの １０人 

部分休業したもの  ０人 
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５ 職員の分限及び懲戒処分の状況  

 

(1) 分限処分（平成１７年度） 

 分限処分とは、職員が疾病等のためにその職責を果たせない場合など、公務能率の維持

を目的として行う不利益処分（降任、免職、休職、降給）のことをいいます。 

 降任 免職 休職 降給 計 

勤務実績が良くない場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

心身の故障の場合 ０人 ０人 ２人 ０人 ２人 

職に必要な適性を欠く場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

職制若しくは定数の改廃及び予算の減少

により廃職及び過員を生じた場合 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

刑事事件に関し起訴された場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

 

(2) 懲戒処分（平成１７年度） 

 懲戒処分とは、職員が法令に違反した場合など、公務における規律と秩序の維持を目的

として行う不利益処分（戒告、減給、停職、免職）のことをいいます。 

 戒告 減給 停職 免職 計 

法令に違反した場合 １人 ０人 ０人 ０人 １人 

職務上の義務に違反し又は職務を怠った

場合 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行

のあった場合 
１人 ０人 ０人 ０人 １人 

 

 

６ 服務上の義務  

 

 地方公務員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあた

っては、全力を挙げてこれに専念しなければならないと法律で定められています。 

 職務を遂行する上で職員が守るべき義務は、次のとおりです。 

・職務命令等に従う義務 

・秘密を守る義務 

・政治的行為の制限 

・営利企業等の従事制限 

・信用失墜行為の禁止 

・職務に専念する義務 

・争議行為等の禁止 
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７ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況  

 

 職員が市民の財産となる人材育成を推し進めるため、職員研修を行っています。 

 本市では、職員研修を人材育成の最も重要な柱であると位置付け、職員の意識改革、能力

開発、知識の習得を通して、更なる業務生産性及び市民満足度の向上に努めます。 

 

(1) 職員研修実施状況（平成１７年度） 

分   類 受講対象者 研修内容、目的等 

新任職員研修 新規採用職員 

（期限付嘱託職員含

む） 

地方公務員制度、財政制度、接遇ほか職員

として必要な基礎知識の習得を図る。 

階層別研修 

（１～４級） 

行政職１～４級の４０

歳未満の職員 

市業務に対する視野を広げることにより、

職員のスキルアップを図る。 

階層別研修 

（５・６級） 

課長補佐・係長級職員 ＯＮＬＹ ＯＮＥ行政についての知識を

深め、日々の業務に反映させる。 

階層別研修 

（７・８級） 

部長・課長級職員 職員管理や業務マネジメント等の知識と

技術を確立することにより、管理職に必要

な能力の向上を図る。 

階層別研修 

（技能労務職） 

技能労務職員 公務の必要性や重要性を認識し、公務員と

しての自覚と意識を確立することにより

市民サービスの向上の徹底を目指す。 

基 

 

 

 

本 

 

 

 

研 

 

 

 

修 臨時職員研修 臨時職員 

（一般事務補助員） 

執務の心構え、接遇研修ほか必要な基礎知

識の習得を図る。 

人権教育研修 全職員 人権を尊重する明るいまちづくりに主体

的に取り組む職員の育成を図る。 

交通安全研修 全職員 交通情勢の現状及び対策を踏まえ、交通安

全意識の徹底を図る。 

情報セキュリティ 

研修 

部長～係長級職員 電子自治体の構築が進む中で、自治体職員

として必要な情報セキュリティ知識の習

得を図る。 

特 

 

別 

 

研 

 

修 
市民救命士研修 平成元年から平成５年

採用までの行政職１～

４級、平成１７年度採

用の期限付嘱託職員 

心肺蘇生法、止血方法等の応急措置の習得

を図り、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の

使用方法を学ぶ。 

職

場

研

修 

職場人権教育研修 全職員 

（各職場別に実施） 

職場人権教育の徹底を図る。 
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分   類 受講対象者 研修内容、目的等 

兵庫県自治研修所 １５コース ５０人 
行政管理能力、法務能力等の習得を図る。

（管理職研修、行政法研修ほか） 

兵庫県自治協会 １６コース ６５人 
実務知識の習得を図る。 

（選挙事務、財務、法制執務研修ほか） 

播磨内陸広域行政

協議会 
１１コース ５６人 

行政管理能力、実務知識の習得を図る。 

（管理職、スキルアップ研修ほか） 

自治大学校 １コース １人 政策形成能力等の習得を図る。 

市町村職員中央研

修所 
３コース ３人 

専門実務知識の習得を図る。 

（課税事務、地域福祉サービス研修ほか）

全国市町村国際文

化研修所 
３コース ３人 

専門実務知識の習得を図る。 

（介護保険事務研修ほか） 

近畿市長会 １コース ２人 
専門実務知識の習得を図る。 

（高齢者をめぐる諸問題） 

(財)日本経営協会 １２コース １２人 
専門実務知識の習得を図る。 

（議会運営、滞納整理実務研修ほか） 

派 

 

 

 

遣 

 

 

 

研 

 

 

 

修 

(財)地方公務員安

全衛生推進協会 
３コース ５人 

職場での安全衛生管理、災害防止対策の習

得を図る。 

（清掃事業安全衛生管理研修ほか） 

通信教育研修 ６人 
自己啓発及び能力開発のために実施する

通信教育について費用の一部を助成する。

自

己

啓

発 
自主研究グループ １グループ 

行政課題について、自主的に研究するグル

ープの活動を助成する。 

 

(2) 職員研究発表会 

 本市では、職員の自主研修意欲の高揚、プレゼンテーション能力の向上等を図り、より

質の高い行政遂行そして住民サービスに寄与するため、職員研究発表会を実施しています。 

  （参考）職員研究発表会の実施内容（平成１７年度） 

     ・実 施 日  平成１７年８月３１日（水） 

     ・発表件数  ５件 
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(3) ハートフルサービス評価制度 

 本市では、市役所の行政サービスについて、市民の皆さんの満足度を評価してもらい、

より質の高いサービスを目指す、ハートフルサービス評価制度を実施しています。 

 この制度は、市職員の窓口対応について、「あいさつ」、「身だしなみ」、「言葉づかい」、

「態度」、「説明の分かりやすさ」、「受付窓口や待合場所の環境」の項目について５点満点

で、来庁された方に採点していただくもので、市役所及び関係施設１５か所に意見箱を設

置しています。 

 

ハートフルサービス評価・各項目別平均点数 

年 度 15 年度 16 年度 17 年度 

あいさつ 3.43 3.68 3.62 

身だしなみ 3.64 3.77 3.85 

言葉づかい 3.49 3.77 3.75 

態度 3.38 3.56 3.57 

説明 3.50 3.47 3.63 

環境 3.50 3.61 3.60 

６項目平均 3.49 3.64 3.67 

件数 119 件 105 件 120 件 

 

ハートフルサービス項目別平均点数の推移 

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

15年度 16年度 17年度

平均点数

あいさつ

身だしなみ

言葉づかい

態度

説明

環境
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(4) 勤務成績の評定の状況 

本市では、業績評価（業績評価とは、「目標による管理」を踏まえ、業務目標に対する

達成度を評価することです。）の一つとして、平成１２年度から「方針管理制度」を導入

しています。 

この制度は、住民志向で成果重視の効率的で効果的な行政運営を行うため、各部門の各

職種において、上位方針を受け、達成目標、実施項目、期限を定め、Ｐｌａｎ Ｄｏ Ｃ

ｈｅｃｋ Ａｃｔｉｏｎ のマネジメントサイクルを回して、方針（目標）の結果とプロ

セスを評価するものです。 

 

小野市方針管理におけるマネジメントサイクル 

                 ①方針の設定 

                 ＰＬＡＮ（計画） 

                        

               ・職員の意識改革と政策形成能力の向上 

               ・目的を共有化した組織的な仕事の展開     

    ④原因分析・改善案  ・やらされる仕事からやる仕事へ（職員）   ②方針の実行 

    ＡＣＴＩＯＮ（改善） ・成り行き管理からターゲッテイングワ    ＤＯ（実施） 

ークへ（管理者） 

               ・タイムマネジメントの実践 

               ・ＣＳ志向への展開と重点項目の絞り込み 

               ・コミュニケーションの醸成 

 

③自己評価・上司評価 

                    ＣＨＥＣＫ（評価） 

 

また、業績評価以外の評価基準として、能力評価も導入しています。これは、個々の職

員の能力（知識、思考力、対人能力等）の発揮状況を評価しようとするもので、全職員を

対象に実施しています。 

 

インセンティブ給制度を廃止し、勤勉手当へ成績率を導入 

 小野市では、他の自治体に先がけ、能力評価主義を実現するために、管理職の職員を対

象に、平成１８年度から勤勉手当に成績率を導入しました。成績率及び支給対象職員割合

は次のとおりです。 

区 分 成績率 支給対象割合 

特に優秀 ８６／１００ ５％程度 

優秀 ７８．５／１００ ２５％程度 

良好（標準） ７１／１００  

良好（標準）未満 ７１／１００未満  

 これに伴い、平成１７年度まで、業績評価を反映させるため、勤勉手当支給時に導入し

ていたインセンティブ給（動機付けとなる刺激給）は廃止しました。 

   （参考）インセンティブ給実績（平成１７年度） 

 ６月期 １２月期 

５万円加給 １０人 ９人 

３万円加給 １０人 ４人 
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８ 職員の福祉及び利益の保護の状況  

 

(1) 職員の健康管理に関する事業の実施状況 

 職員の健康維持と疾病予防のため労働安全衛生法第６６条の規定に基づき、職員の健康

診断を定期的に行っています。 

   ・平成１７年度の健康診断受診者  ５６７人 

 

(2) 公務災害の状況（平成１７年度） 

 地方公務員災害補償制度は、職員が公務上の災害又は通勤上の災害を受けた場合に、そ

の災害によって生じた身体的損害に対し補償するものです。本市は地方公務員災害補償基

金兵庫県支部に加入し、同支部が公務災害補償制度の実施を行っています。 

件 数 
項   目 

平成 17年度 平成 16年度 

公務災害発生件数 １１件 ９件 

通勤災害発生件数  ０件 ０件 

 

(3) 職員互助会の状況 

 職員の厚生制度として、地方公務員法第４２条の規定に基づき、小野市職員互助会を設

置しています。職員互助会は、会員相互の福利厚生や研修・親睦を図ることを目的に事業

を行っています。また、他の自治体では職員の会費及び市の交付金で互助会の運営を行っ

ていますが、本市では職員の会費のみで職員互助会の運営を行っています。小野市職員互

助会が行う事業は次のとおりです。 

種 類 事   業   内   容 

共済給付事業 
結婚、死亡、出産などの慶弔給付、その他被災したときや退職したときな

どの給付 

福利厚生事業 
レクリエーション事業、サークル助成事業など会員の研修・親睦に必要と

認められる助成事業 

貸 付 事 業 職員が資金を必要とするときの貸付 

 

(4) 利益の保護 

 職員は、全体の奉仕者という立場から労働基本権の一部が制限されています。 

 その代わりに、市に対して中立的な機関である公平委員会に対して、身分上及び経済上

の権利・利益の保護を求めることができるようになっており、適正な職務条件を確保する

ための「勤務条件に関する措置要求」と身分保証を確実なものとするための「不利益処分

に関する不服申立て」があります。 

 平成１７年度においては、「勤務条件に関する措置要求」及び「不利益処分に関する不

服申立て」はありませんでした。 
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９ 職員の競争試験及び選考の状況  

 

 職員の採用は、競争試験により行っています。平成１７年度及び平成１８年度途中までに

実施した採用試験の結果及び内容はそれぞれ次のとおりです。 

 

(1) 平成１７年度実施の採用試験 

 ① 採用試験実施結果 

職 種 申込者数 
受験者数 

Ａ
１次合格者数

最終合格者数 
Ｂ 

倍 率 
Ａ／Ｂ

一 般 ３８ ３２ １０ ３ １０．７ 

事務職員 社会人

経験者
７８ ７２ １９ ４ １８．０ 

消 防 職 員 ２２ ２０ ９ ２ １０．０ 

保 健 師 ６ ６ ４ ２ ３．０ 

看 護 師 １９ １９ － １３ １．５ 

期限付嘱託職員 ４４ ４３ １７ １０ ４．３ 

 

 ② 採用試験の内容 

職 種 １次試験 ２次試験 

事 務 職 員

（ 一 般 ） 、

（社会人経験者）

実施日：７月２４日（日） 

内 容：教養試験（択一式）、 

    専門試験（択一式）、 

    適性検査、作文試験 

実施日：９月１８日（日） 

内 容：面接試験 

実施日：８月２８日（日） 

内 容：面接試験 
消 防 職

実施日：７月２４日（日） 

内 容：教養試験（択一式）、 

    適性検査、作文試験 実施日：９月１２日（月） 

内 容：体力検査 

保 健 師

実施日：７月２４日（日） 

内 容：教養試験（択一式）、 

    専門試験（択一式）、 

    適性検査、作文試験 

実施日：８月２８日（月） 

内 容：体力検査 

看 護 師

実施日：８月２５日（木） 

内 容：専門試験（択一式）、 

    面接試験、作文試験 

－ 

期限付嘱託職員

施日：１０月１６日（日） 

内 容：教養試験（択一式）、 

    作文試験 

実施日：１１月２７日（日） 

内 容：面接試験、パソコン検査
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(2) 平成１８年度実施の採用試験 

 ① 採用試験実施結果 

職 種 申込者数 
受験者数 

Ａ
１次合格者数

最終合格者数 
Ｂ 

倍 率 
Ａ／Ｂ

一般 ３０ ２７ ８ ３ ９.０ 

事務職員 社会人

経験者
５７ ５０ １２ ３ １６.７ 

消 防 職 員 ２８ ２６ １３ ４ ６.５ 

保 健 師 ８ ８ ６ ３ ２.７ 

8/23 実施 １５ １５ － １３ １.２ 
看護師 

11/16 実施 ４ ４ － ４ １.０ 

期限付嘱託職員 ４２ ４１ ２１ １１ ３.７ 

 

 ② 採用試験の内容 

職 種 １次試験 ２次試験 

事 務 職 員 

（ 一 般 ） 、 
（社会人経験者対象） 

実施日：７月２３日（日） 

内 容：教養試験（択一式）、 

    専門試験（択一式）、 

    適性検査、作文試験 

実施日：９月３日（日） 

内 容：面接試験 

実施日：８月２７日（日） 

内 容：面接試験 
消 防 職 

実施日：７月２３日（日） 

内 容：教養試験（択一式）、 

    適性検査、作文試験 実施日：８月２８日（月） 

内 容：体力検査 

保 健 師 

実施日：７月２３日（日） 

内 容：教養試験（択一式）、 

    専門試験（択一式）、 

    適性検査、作文試験 

実施日：８月２７日（日） 

内 容：面接試験 

実施日：８月２３日（水） 

内 容：専門試験（択一式）、 

    面接試験、作文試験 

－ 

看 護 師 
実施日：１１月１６日（木） 

内 容：専門試験（択一式）、 

    面接試験、作文試験 

－ 

期 限 付 嘱 託 職 員 

施日：１０月２９日（日） 

内 容：教養試験（択一式）、 

    作文試験 

実施日：１１月２６日（日） 

内 容：面接試験、パソコン検査

 


